様式第５号（第４条関係）
提出書類チェックシート
	法人名または
個人事業主名
	


　ご提出の前にこのシートにより、ご自身で提出書類がすべて揃っているか☑をしてください。
　チェック後、このシートは申請書類とあわせてご提出ください。
	書類
	備考

	□
	雲仙市新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式第１号)
	※以下の営業時間短縮要請期間ごとに申請をお願いします。
　また、以下の書類についても、各営業時間短縮要請期間に合致する内容が
記載された書類の提出をお願いします。
	
	営業時間短縮要請期間

	第1期
	令和3年8月10日から同年8月23日まで

	第2期
	令和3年8月24日から同年9月6日まで

	第3期
	令和3年9月7日から同年9月12日まで




	□
	誓約書(様式第２号) 
	●法人の場合
　名称及び代表者の職・氏名(記名・押印)を記載してください。
　なお、押印は法人登記印を押印してください。
※住所は法人登記所在地を記載してください。
●個人事業主の場合
　名称及び代表者の職・氏名(記名・押印)を記載してください。
※住所は住民票の登録のある住所を記載してください（×店舗の住所）。

	□
	本人を確認できる書類
の写し
※個人事業主の場合のみ
	※住所、氏名、生年月日が確認できる公的証明書類の写し
　（住所は住民票の登録のある住所が確認できるもの）
※本籍地やマイナンバー(個人番号)が記載されている場合は黒塗りしてく
　ださい。
＜本人確認書類の例＞
・｢運転免許証｣　　・｢健康保険証｣　　・｢在留カード｣
・｢マイナンバー(個人番号)カード｣　(表面のみを提出してください)

	□
	振込先口座の通帳の写し
	　振込先口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、名義人が確認できる通帳(表紙をめくった次のページ)の写しを提出してください。
※振込先口座の名義について
　・法人の場合　⇒　法人名義としてください。
　・個人事業主の場合　⇒　代表者個人の名義としてください。
※申請者と振込先口座の名義人が一致しない場合は、協力金受領の
　「委任状(*)」を提出してください。
※ネットバンキングで通帳がない場合は振込先口座を確認できる各銀行の
　ホームページ画面の画像をプリントアウトのうえご提出ください。

	□
	申請する店舗の情報
(様式第３号)
(様式第４号)
	　｢開店１年以上の店舗用｣と｢開店１年未満の店舗用｣の様式のうち、該当するものを提出してください。
※対象店舗が複数ある場合は対象店舗ごとに提出してください。
※複数店舗申請する場合は、右上の店舗№欄を使用し、店舗毎に番号を
　付してください。なお、その他の書類についても該当店舗と同じ番号を
　右上に記載してください。
※該当する取組内容がない場合には、備考欄にその旨記載してください。

	□
	飲食店・喫茶店営業許可証の写し
	※対象店舗が複数ある場合は、｢対象店舗全ての営業許可証｣の写しを提出
　してください。
※営業許可証の名義が申請者と一致しない場合は、｢理由書(*)｣を提出して
　ください。
※対象店舗が複数ある場合は、どの店舗の書類か判別できるように
　申請する店舗の情報（様式第３号）又は（様式第４号）に記載した
　店舗番号と同じ番号を右上に記載してください。

	□
	店舗名(屋号等)が分かる
外観の写真
	※対象店舗が複数ある場合は、どの店舗の写真か判別できるように
　申請する店舗の情報（様式第３号）又は（様式第４号）に記載した
　店舗番号と同じ番号を右上に記載してください。


(*)｢委任状｣は参考様式をご参照ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏面あり）

	□
	店内(飲食スペース)の
写真
	※対象店舗が複数ある場合は、どの店舗の写真か判別できるように
　申請する店舗の情報（様式第３号）または（様式第４号）に記載した
　店舗番号と同じ番号を右上に記載してください。

	
□
	休業・営業時間短縮の状況が分かる写真等
	次の①、②のいずれかを提出してください。従前の営業時間の記載がない場合は、従前の営業時間が分かる写真等も提出してください。
※対象店舗が複数ある場合は、どの店舗の写真か判別できるように
　申請する店舗の情報（様式第３号）または（様式第４号）に記載した
　店舗番号と同じ番号を右上に記載してください。
① 休業または営業時間短縮のお知らせの貼紙を店舗に提示している写真
※店舗の入口に休業または営業時間を短縮していることを来店客に周知
　する貼紙等を提示し、写真（※貼紙等そのものだけでなく、店舗入口
　と貼紙等が画像に入っているもの）を撮影してください。
② 休業または営業時間短縮のお知らせを、店舗のホームページや
　SNSなどで、広く一般の利用客向けに発信している画面の画像を
　プリントアウトしたもの。

	□
	「認証ステッカー」を掲示している写真
※該当店舗のみ
	長崎県による「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」において発行される「認証ステッカー」を掲示している写真等を提出してください。
※営業時間短縮要請期間中に「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」
　の認証を受け、営業時間を変更した場合は、“変更前”“変更後”の写真等
　をそれぞれ提出してください。

	□
	前年度又は前々年度の
確定申告書の控えの写し
	●法人の場合
　｢法人税確定申告書別表一の控え｣(税務署の収受印または税理士の証明印が有るもの)の写しを提出してください。
●個人事業者の場合
[bookmark: _GoBack]　｢所得税及び復興特別所得税の確定申告書のＢ第一表の控え｣(税務署の収受印または税理士の証明印が有るもの)の写しを提出してください。
※マイナンバー(個人番号)が記載されている箇所は黒塗りしてください。
※電子申告(e-Tax)の場合は、確定申告書の控えの上部に受付日時、
　受付番号の記載のあるものを提出してください。
※「飲食業売上高が分かる書類」の該当する月が含まれている確定申告書
　を提出してください。

●確定申告書の控えの写しが提出できない場合
　｢住民税の申告書の控え｣の写しを提出してください。
●新規開業のため初回の確定申告の時期を迎えていない場合
　次のいずれかの書類を提出してください。
　・｢法人設立届出書｣の写し　　・｢開業届｣の写し

	開店１年以上の店舗の場合
	※｢売上帳等の帳簿」の写しなど。
　ただし、要請の対象外となっているテイクアウトなどの事業の売上げ
　や消費税は売上高から除きます。
※対象店舗が複数ある場合は、どの店舗の売上か判別できるように
　申請する店舗の情報（様式第３号）（様式第４号）に記載した
　店舗番号と同じ番号を記載してください。

	□
	店舗の前年又は前々年の８月
及び９月の飲食業売上高が分
かる書類
	

	開店１年未満の店舗の場合
	

	□
	開店日から営業時間短縮要請期間の開始日の前日までの飲食業売上高が分かる書類
	

	大企業（雲仙市新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮要請協力金支給事業実施要綱別表第２）の場合は、
以下の書類も添付

	□
	店舗の本年の８月及び９月の
飲食業売上高が分かる書類
	※｢売上帳等の帳簿」の写しなど。
　　ただし、要請の対象外となっているテイクアウトなどの事業の売上げ
　や消費税は売上高から除きます。
※対象店舗が複数ある場合は、どの店舗の売上か判別できるように
　申請する店舗の情報（様式第３号）（様式第４号）に記載した店舗番号と
　同じ番号を記載してください。


(*)｢理由書｣は参考様式をご参照ください。
